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第78回 大村市在宅ケアセミナー報告 
○開 催 日   平成17年7月21日（木）18：45～20：15 
○場   所   医師会館 講堂 
○参 加 者   133 名   新規入会者   8 名 
○内   容 
1） 講演 
『介護保険制度の見直し～地域包括支援センターを中心に～』 
      講師  長崎国際大学大学院教授 
高 橋 信 幸  先生 
       
・制度改革の論点 
  ①予防重視型システムへの転換 ②施設給付の見直し ③新たなサービス体系の確立 ④サービスの
質の向上 ⑤負担のあり方・制度運営の見直し ⑥地域介護・福祉空間整備等交付金の創設    ⑦被保
険者・受給者の拡大（今回は見送り） 
  ＊今回の介護保険制度見直しの目玉は 『介護予防』 
  高齢者人口に占める要介護者は16％ 
  要支援・要介護1の増加⇔認定者数400万人の半数200万人 
・予防重視型システムへの転換 
非該当の方に『地域支援事業』、要支援者に『新予防給付』 
新予防給付を行う事業者は新たに指定を受けなければならない 
要介護1から要支援への移行は全国的に70％の見込み 
・新たなサービス体系の確立 
地域包括支援センターの創設 概ね人口の2～3万人/1箇所 
保健師・社会福祉士、主任ケアマネジャーの配置が原則 
設置・運営・評価について運営協議会の関与が厚労省令規定 
地域密着型サービスの創設 
 指定権限を市町村に委譲、地域の実情に応じた指定基準設定可 
 小規模多機能型居宅介護で『通い』『訪問』『泊まり』が同じ場所で 
・介護サービス基盤のあり方の見直し 
  地域介護・福祉空間整備交付金の創設 『市町村整備計画』 
質問： 行政の指導力で格差が広がりスペシャリストを育てる必要は？ 
回答： 行政はジェネラリストを育てる。市民がもっと政治参加を！ 
 
 
 
第79回大村市在宅ケアセミナー開催内容 
開催日  平成１7年9月15日（木）18：45～20：15 
場 所   医師会館 講堂 
 
◎ 内   容 
1） 事例検討 
テーマ 『 生保独居者の生活の組み立て 
～ 誰が最終決定権を持つのか ～ 』 
 
 ２）講演  
   テーマ『成年後見人制度について』 
   講師 大村市社会福祉協議会 山下浩司氏 
 
 ３）大村市における介護保険改正の取り組みについて 
     大村市高齢福祉課 
 
 



講演会のご案内 
◎ 10月16日（日） 健康福祉祭り シーハット大村にて 
    講演①『高血圧と上手くつきあうための知識』 大村市立病院から 
    講演②『有名俳優もかかった大動脈瘤とは』 大村市立病院から 
 講演③ 《大村市在宅ケアセミナーコーナー》 
『認知症について』 中澤病院副院長 宮村通典先生 
 
 
～お知らせ～ 
＊ 大村市医師会のホームページに、セミナー便りを掲載しています。セミナー便りの郵送費軽減にご協力で
きる方は、事務局までお知らせください。 
http://www.nagasaki.med.or.jp/oomura/caresemi/caresemi.htm 
上記ホームページ内の電子メールでも受け付けております。 
＊ 駐車スペースに限りがありますので、できるだけ乗り合わせて来て下さい。 
前回の内容に関する多くの質問を頂き、ありがとうございました。紙面の都合上、9月セミナー時に回答を配
布致します。 
 
編集後記 
在宅ケアセミナーのあり方に関して、期待する講義などありましたら、各事業者連絡協議会の代表幹事やセ
ミナー幹事及び下記連絡先まで遠慮なくお知らせください。 
また、セミナーだよりへのご意見・ご要望もお待ち致しております。 
連 絡 先   ５４－０１５１   セミナー広報部  野田 


